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指定共同生活援助 サンライズ谷汲の杜 重要事項説明書 

 

 あなたに対する共同生活援助サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事業所が説明すべき内

容は次の通りです。 

１ 事業者の概要  

経営事業者の名称 社会福祉法人大和社会福祉事業センター 

法人所在地 岐阜県関市春里町３丁目３番３４号 

代表者氏名 理事長 小川 長（おがわ たける） 

電話番号 ０５７５－２２－２３７７ 

 

２ 事業の目的と運営の方針 

事業所の種類 共同生活援助事業所・平成２０年４月１日指定 

指定事業所番号 ２１２２６００２０４ 

目 的 
入居者に対し共同生活を送る住居において家事等の日常生活上の支援

や食事や入浴、排泄等の介護を提供します。 

事業所の名称 サンライズ谷汲の杜 

管理者、サービス管理責任者 柏尾 真道 

主たる事業所の所在地 揖斐郡揖斐川町谷汲徳積９８－４ 

主たる対象者 知的障害者 

運営方針 
社会福祉法人大和社会福祉事業センター サンライズ谷汲の杜運営規

程による 

電話番号 ＜谷汲の杜＞０５８５－５５－２２８７／＜谷汲深坂の杜＞０５８５－５６－３３３４ 

バックアップ施設名 ハートピア谷汲の杜、揖斐川町福祉作業所いずみ 

開設年月日 平成２０年４月１日 

入居定員 １６名 

 

３ サービスに係る施設・設備の概要  

 ＜共同生活住居：サンライズ谷汲の杜 ／ 住所（揖斐郡揖斐川町谷汲徳積９８－４）＞ 

（１）建物の構造 

構 造 木造２階建 

敷地面積 ２３１．４６㎡ 

延床面積 ３０３．９４㎡ 

 

（２）主な設備 １階（１５０．６７７㎡） 

設備の種類 室 数 面 積 一人当たり面積 備 考 

居室 １ １２．４２㎡   

居室 １ ９．１１㎡   

居間 ２ １９．８８㎡ ９．９４㎡  

台所・食堂 １ ２１．５５㎡   

浴室 １ ７．７０㎡  大型浴槽 

更衣・脱衣室 １ ４．９７㎡   

トイレ ２ ６．３８㎡   

洗面所 １     

 



 

- 2 - 
 

（３）主な設備 ２階（１５３．２６４㎡） 

設備の種類 室 数 面 積 一人当たり面積 備 考 

居室 ６ ４９．６５㎡ ８．２７㎡  

洗面 １ １．６５㎡   

トイレ ２ ６．０７㎡   

倉庫 １ ４６．３７㎡   

  

＜共同生活住居：サンライズ谷汲深坂の杜 ／ 住所（揖斐郡揖斐川町谷汲深坂１７０７－１）＞ 

（１）建物の構造 

構 造 木造平屋建 

敷地面積 ２１１．１８㎡ 

延床面積 １９２．１４㎡ 

 

（２）主な設備  

設備の種類 室 数 面 積 一人当たり面積 備 考 

居室 ８ ９．７０㎡   

台所・食堂・居間 １ ２８．５３㎡   

脱衣室・浴室・洗面所 １ １０．２７㎡  大型浴槽 

トイレ １ １１．１８㎡   

宿直室 １ １１．１８㎡   

廊下 １ ３７．７６㎡   

 当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置しています。 

 

４ バックアップ施設の概要 

施設の名称 社会福祉法人大和社会福祉事業センター ハートピア谷汲の杜 

代表者（管理者） 施設長 柏尾 真道 

所在地 揖斐郡揖斐川町谷汲深坂１２５９ 

電話番号 ０５８５－５６－１０２０ 

 

施設の名称 社会福祉法人大和社会福祉事業センター 揖斐川町福祉作業所いずみ 

代表者（管理者） 施設長 高橋 義和 

所在地 揖斐郡揖斐川町三輪１３４７－１ 

電話番号 ０５８５－２３－１２１２ 

 

５ 職員の配置状況 

（１）職員体制 

従業員の職種・員数 
サービス管理責任者 世話人 生活支援員 

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 

従業員数 
常勤(人)  1      

非常勤(人)   6 3  10 3 

常勤換算後の人数(人)  1 2.5  3 

基準上の必要人数(人)  1      2.5     3 

 



 

- 3 - 
 

 

（２）職員の勤務体制  

職 種              勤務体制 

世話人 午前６：００～午前９：３０ 

午後２：００～午後８：００ 

午後３：００～午後６：００ 

生活支援員 午後３：００～午後６：００ 

午後５：００～午前８：００（午後１０：００～午前５：００休憩・仮眠等） 

午後５：００～午後１０：００ 

サービス管理責任者 通常勤務（８：００～１７：００） 

 

６ サービスの内容 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく訓練給付費（市町村から支給され

る額及び入居者の定率負担額等）の範囲内で提供するサービスの内容は以下のとおりです。 

  なお、入居者個々人について提供するサービスの内容については、「指定共同生活援助サンライズ谷汲の杜 

サービス利用契約書」第４条により作成する個別支援計画にもとづくものとします。 

 ①基本的な生活にかかわる支援 

種 類 内   容 

食 事 

 

入居者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

入居者の状況に応じ、介護します。 

《食事時間》 

朝食（午前７：００～午前７：３０） 

夕食（午後６：００～午後６：３０） 

洗 濯 
入居者が常に衛生的で清潔感のある衣類を身につけていただけるよう支援を行いま

す。 

排 泄 入居者の状況に応じて適切な排泄支援を行います。 

着脱衣 季節や気候、入居者の状況や希望に応じた支援を行います。 

整 容 個性に配慮し、適切な整容が行われるよう支援を致します。 

清 掃 

入居者が快適な生活を送れるよう、事業所内の環境を清潔に保つことに努めます。居

室以外の場所については職員が行うことを原則とします。また居室についても状況に

応じて支援を行います。 

整理整頓 

入居者本人の私物に関しては入居者自身で行っていただきます。但し、個々人の状況

に応じて必要な支援を行う場合は、事前に入居者の了解を得てから職員が一緒に行う

ことを原則と致します。 

移 動 利用者の心身状況に応じて適切な移動支援を致します。 

安全管理 

入居者の生活が安全で安心感のあるものとするため、必要な改善、修繕等の措置を講

ずる等ハード面における安全確保の他、事業所における入居者の安全配慮など安全面

についてトータルな対応を行い、安全確保に努めます。 

 

 ②日中活動にかかわる支援 

種 類 内   容 

日中活動支援 
日中活動先との調整等をハートピア谷汲の杜、揖斐川町福祉作業所いずみと連携

し支援します。 

社会活動支援 入居者の状態に応じて、権利行使に関わる活動の支援を致します。 
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 ③社会生活にかかわる支援 

種 類 内   容 

コミュニケーション 
入居者個々の能力に応じて、様々な手法により意思を伝達することが出来るよ

うに支援します。 

金銭管理 
基本的には入居者自身で行っていただきますが必要に応じて個々の能力に応

じた方法で行えるよう支援します。 

情報提供 
社会参加を図る一環として、個別的な説明を含め、そのための有益で必要な情

報を入居者へ提供します。 

人間関係 
必要な人的・物的な環境調整とともに、円滑な人間関係を築くための社会性を

身につけることができるよう支援します。 

相談及び援助 

入居者及びその身元引受人または法定代理人等からの相談については、必要に

応じて相談を受け支援を行うよう努めます。 

  <相談窓口> 生活支援員 

社会資源の利用 
入居者がより社会と関わりのもてる生活を送ることのできるよう、公民館活動

や地域住民の活動参加等社会資源の活用を図ります。 

 

 ④保健医療にかかわる支援 

種 類 内   容 

健康管理 
医療機関：長瀬診療所  氏名：河瀬 晴彦     

診療科目：内科 

服薬管理 管理が必要な入居者については医師の処方にもとづき、職員が入居者の服薬を管

理します。予薬はマニュアルに基づき、誤りのないよう万全を期します。 

サービス時間内に発生した事故について、治療が必要な場合は通院します。 

また、家庭治療の超えない範囲で簡単な治療を行います。 

通院・治療 

 

７ 利用料金 

（1）訓練給付費対象サービスの料金 

  訓練給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により算 

 出した額）のうち９割が訓練給付費の給付対象となります。事業者が訓練給付費等の給付を市町から直 

 接受け取る（代理受領）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の１割の額を事業者にお支 

 払いいただきます。（定率負担または利用者負担額といいます） 

  なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福 

 祉サービス受給者証をご確認ください。 

                                      サービス費（円／日） 

 

利用者負担に関する月額上限 

 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の４区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサ

ービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。 

障害支援区分 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 

利用料金 5,550 4,440 3,680 2,860 2,000 

夜間支援加算 640 640 640 640 640 
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（注 1）3人世帯で障害基礎年金 1級受給の場合、収入が概ね 300万円以下の世帯が対象となります。 

（注 2）収入が概ね 600万円以下の世帯が対象となります。 

（注 3）入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般 2」となります。 

 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。 

 

（2）訓練給付費対象外サービスの料金（入居者負担によるサービス） 

 ◎１ヶ月毎に料金をお支払いいただくサービス 

 

 

 

 

 

                  

 

 

※家賃助成金 1万円以上の場合は月額 1 万円を上限に補足給付が行われます。 

※市町村民税非課税世帯が対象です。 

◎１回のご利用毎にお支払いいただくサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）利用料金のお支払方法 

  前記（1）（2）の料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月の１０日までにご請求しますので、２０日まで 

 に以下の方法でお支払い下さい。 

  指定口座への振込み   大垣共立銀行 揖斐支店 普通 №８９１１９５ 

              社会福祉法人大和社会福祉事業センター 

              サンライズ谷汲の杜 理事長 小川 長 

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円 

低所得 市町村民税非課税世帯 （注 1） 0 円 

一般 1 
市町村民税課税世帯（所得割 16 万円（注 2）未満） 

※入所施設利用者（20 歳以上）、グループホーム利用者をのぞきます（注 3） 
9,300 円 

一般 2 上記以外 37,200円 

種  別 世帯の範囲 

18 歳以上の障害者              

（施設に入所する 18、19歳を除く） 
障害のある方とその配偶者 

障害児                       

（施設に入所する 18、19歳を含む） 
障害者の属する住民基本台帳での世帯 

 サービスの内容 金 額 

家賃 
サンライズ谷汲の杜 １２，０００円／月 

サンライズ谷汲深坂の杜 ２２，０００円／月 

光熱水費 
サンライズ谷汲の杜  ８，０００円／月 

サンライズ谷汲深坂の杜 １０，０００円／月 

材料費 共通 ７５０円／日 

材料費 サービスの内容 金 額 

日常生活上必要となる諸

経費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要す

る費用で利用者に負担していただくことが適当で

あるものにかかる費用 

○日用品 ○教養娯楽費 

実費 

行事食事代 共通 実費 

ガイドヘルプサービス 共通 実費 
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８ 利用者の記録及び情報の管理 

  事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を 

 開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５年間保管します。 

  利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。ただし、サービス提供を行う上

での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意

に基づき情報提供を致します。 

 

９ 緊急時及び事故発生時における対応 

  利用者の容態に急変が生じた場合及び事故等が生じた場合は、協力医療機関または利用者の指定する医療 

  機関に連絡する等必要な措置を速やかに講じます。また利用者及びその家族の指定する者（身元保証人）

に対して緊急に連絡します。 

  

（協力医療機関） 

 医療機関名  長瀬診療所  

 主 治 医  河瀬 晴彦 

 所 在 地  岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬１５１０番地 

 電話番号  ０５８５－５６－３００３ 

 診療科目  内科・アレルギー科・消化器科・小児科 

  

※ 協力医療機関は、入院治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診

療・入院治療を保証するものではありません。 

 

１０ 事故発生時の対応 

  事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を

講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、損害すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

 

１１ 苦情等に関する相談窓口 

 

 

損害保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

当施設 

ご利用相談窓口 

・受付担当者 生活支援員：竹中 登己 

・責任者   管理者：柏尾 真道 

・電話番号  ０５８５-５６-１０２０ 

・担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 

・苦情受付箱を設置しておりますのでご利用ください。 

行政機関受付窓口 

（揖斐川町役場）揖斐郡揖斐川町三輪 133   ０５８５－２２－２１１１ 

（大野町役場） 揖斐郡大野町大字大野 80  ０５８５－３４―１１１１ 

（本巣市役所） 本巣市下真桑 1000     ０５８－３２３－７７５２ 

（神戸町役場） 安八郡神戸町神戸 1111   ０５８４－２７－３１１１ 

（池田町役場） 揖斐郡池田町六之井 1468-1 ０５８５－４５－８３１４ 
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１３ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「サンライズ谷汲の杜 危機対応マニュアル」により、対応いたします。 

防災訓練 １年２回  実施予定です。 

防災設備 ・消火器 ・非常灯 ・誘導灯 ・スプリンクラー ・自動火災報知機 

 

１４ 虐待の防止のための措置 

   事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立った共同生活サービスに努め、また、虐待の防止に必要な

措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には、直ちに防止策を講じる。 

 

１５ 当事業所を利用の際に留意していただく事項 

設備・器具の利用 
事業所内の設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利

用により破損等が生じた場合は弁償していただくことがあります。 

喫煙・禁酒 全館 禁煙・禁酒です。 

貴重品の管理 

入居者の所有する貴重品につきましては、ご自身の責任において管理していた

だくことが原則です。紛失等の事故に対する責任は、社会福祉法人大和社会福

祉事業センターで負うことは出来ません。 

宗教・政治・営利活動 
入居者の思想・信教は自由ですが、他の入居者や職員に対し、迷惑を及ぼすよ

うな宗教活動、政治活動、営利活動はご遠慮ください。 

動物飼育 事業所内へのペットの持ち込みについては、ご遠慮ください。 

衛生保持 事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力ください。 

防災対策 火災予防の規律に関しては特に注意を払い、必ず守ってください。 

その他 

入居者に対するサービスの実施及び安全衛生当の管理上の必要があると認め

られる場合、必要な措置をとることができるものとします。 

その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の窓口を紹介 

所在地   岐阜市下奈良２－２－１ 岐阜県福祉農業会館６F 

      『岐阜県運営適正化委員会』 

電話番号  ０５８－２７８－５１３６ 

当事業所虐待防止に関する 

相談窓口 

窓口担当者 生活支援員：竹中登己 

ご利用時間 ８：００から１７：００（日・祝祭日・年末年始休日を除く） 

電話番号  ０５８５-５６-１０２０ 


